平成１９年度“食と農”プロジェクト活動支援事業の概要（案）
１　目　的

“食と農”（消費者と生産者、消費地と生産地、都市と農村）の絆づくりを進めるため、消費者・農業者グループやＣＳＯ（市民社会組織）等が取り組む、食農教育、地産地消、都市農村交流などの“食と農”絆づくり活動を支援する。

２　対象者
農業者、消費者等５名以上で組織しており、県内に事務局を置き、県内で活動するグループ。
３　事業内容
	事 業 区 分
	内　　　　容
	募集件数
	補助金額・
補助率
	実施期間

	ファーストステップ
活動
	新たに取り組む食農教育、地産地消、都市農村交流などの活動
	10件程度
	30万円以内

10/10以内
	１年

	特別プロジェクト
活動
	食農教育、地産地消、都市農村交流などの活動のうち、特に新規性や広域性を有するもの
	2件程度
	100万円以内

10/10以内
	１年
(３年継続可)


４　採択要件
（１）「食」と「農」の絆づくりを目的として、自主的、計画的、継続的に活動していくことが見込まれること。

（２）応募グループだけでなく、広く消費者の参加を呼びかけるなど、「食」と「農」の絆づくりの輪を広げるような活動を行うこと。
（３） 新たに始める活動、又は、既に実施している活動を更に発展させるような活動を行うこと。
（４）同じ目的で、他事業により補助金等を受けていないこと。

（５）営利を目的としたものではないこと。

５　対象経費　　“食と農”絆づくり活動に係る経費のうち、次に掲げる経費
①講師等への謝金  ②旅費  ③消耗品費  ④通信運搬費  ⑤印刷製本・広報費  ⑥使用料  ⑦保険料  ⑧資材費  ⑨その他経費

６　募集期間　　平成１９年４月２日（月）～５月２日（水）
７　支援対象活動の選定

応募グループがプレゼンテーション（事業計画の説明）を行う公開審査会を開催（平成１９年５月２７日（日）予定）し、支援対象活動を選定する。
８　補助金の交付　　県　→　応募グループ

※文書は、応募グループ→市町→農林事務所→県（特別プロジェクト活動の場合は県へ直接提出することもできる）






